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歯科衛生士・・・って

歯科衛生士（英: Dental Hygienist）は、予防処置、歯科診療の補助、歯
科保健指導を行う歯科医療職（コ・メディカル／コ・デンタル）です。

高等学校を卒業後、歯科衛生士養成機関（専門学校、短期大学、大学）
において、歯科衛生士として求められる知識や技術を習得し、卒業する
と国家試験（歯科衛生士国家試験）の受験資格が得られます。

公益社団法人日本歯科衛生士会は、47都道府県との連携のもとに
1966年に設立され、人々の生涯を通した口腔の健康を支援する専門

職の団体として、倫理と資質の向上に努め、国民の保健医療福祉の
向上に貢献できるよう行動し、活動することを目標としています。



＊各市町村乳幼児健診
＊幼稚園、保育園歯みがき指導
＊小・中・高学校歯科保健指導
＊成人歯科保健指導
＊高齢者介護支援事業等

地域歯科保健事業



学校歯科保健指導 （使用媒体）



日本歯科衛生学会第9回学術大会 平成26年9月13～15日

大宮ソニックシティ



組織強化

★歯科衛生士養成学校との交流（教務交流会）
①埼玉県立大学保健医療福祉部健康開発科
②大宮歯科衛生士専門学校
③埼玉歯科衛生専門学校
④葵メディカルアカデミー歯科衛生士科

★新入会員フォローアップ事業
研修会・先輩歯科衛生士さんとの交流と意見交換
出来るサポート事業

★歯科衛生士だより・・・年４回発行

★ホームページの充実



＜生涯研修制度＞

＜専門研修＞
１、基本研修

（都道府県開催）

Ａ：臨床研修コース
Ｂ：リフレッシュコース
Ｃ：特定コース

２、特別研修
３、指定研修

＜認定制度＞
認定分野Ａ
１、生活習慣病予防

（特定保健指導）コース
２、在宅療養指導

（口腔機能管理）コース
３、摂食・嚥下

リハビリテーションコース

認定分野Ｂ
関連する専門学会などの

連携により特定できる分野

※一定単位
を取得すると
認定研修受講
資格が得られ
ます

研修会



より

認定歯科衛生士として

日本歯科衛生士会
・生活習慣病予防コース
・在宅療養指導（口腔機能管理）
・摂食・嚥下リハビリテーション
認定研修コース別受講者基準満たす
業務経験３年以上（実務経験１年以上含む）

各関連学会
・歯周病学会
・老年歯科学会
・日本インプラント学会
・日本摂食・嚥下学会
・日本顎咬合学会
・日本人間ドック学会
・日本ケアマネジメント学会
・他・・・
各学会研修単位取得基準有



利用者

作業療法士

管理栄養士

歯科医師

介護支援専門員

介護福祉士

看護師

地域支援包括

・罹患疾病確認・・・症状の変化確認、通所記録参照
・服薬の変化確認・・・通所記録、薬剤師・看護師⇔歯科衛生士
・口腔疾病連絡・・・かかりつけ歯科医院にて受診、治療連絡等
・利用者様意識度確認は・・・口腔アンケート調査、記載法にて
・サービス情報提供について・・・利用者様へ個別提供

歯科衛生ケアプロセス

多職種と連携
家族

医 師

歯科衛生士

薬剤師

アセスメント
１

歯科衛生
診断
２

計画立案
３

評価
４

実施
３

１．情報収集処理
２．問題の明確化
３．目標介入の設定

歯科衛生士の実践

↓
問題解決
と

意思決定



【歯科治療室】

診療の補助
予防処置
歯科保健指導



口腔ケアや
口腔機能の向上を

個別や集団で
楽しく・・・・・・



❀歯科衛生ケアプロセスを提供します❀


